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議案 

広島市地域公共交通利便増進実施計画の一部変更について 

 

■ 変更内容 

  地域公共交通利便増進実施計画に、新たに「バス停等の整備や都心部におけるバス停

の再整備方針の検討」を加える。 

（背景及び変更理由） 

 本市では、広域経済圏のヒト・モノの「循環」と地域住民の活動による「循環」を直

接支えている「移動」を容易にするため、事業者間の「競争」を原則としてきた公共交

通を、道路と同様に「社会インフラ」と捉えた上で、「協調」して運用するものへと舵を

切り、国の支援も引き出しながら、利用者の利便性を重視した「広島型公共交通システ

ム」を構築することとしている。 

そのモデルケースとなるべく、まずは極めて厳しい状況にあるバス事業について、本

市やバス事業者が連携しながら、（一社）バス協調・共創プラットフォームひろしま（以

下、プラットフォームという。）を中心に、利用者目線で質の高いバスサービスの提供と

バス事業者の経営安定化を図るための仕組みの構築に取り組んでおり、これまでの常識

や壁を乗り越えた民と民、官と民の共創によるバス事業の再構築を推進している。 

 プラットフォームにおいては、令和７年１１月に、将来ビジョンやその実現に向けた

６つの戦略などを取りまとめた経営計画を策定し、その重点取組のひとつとして、利用

者がわかりやすく使いやすい環境を整備していくため、同一名称のバス停が複数存在す

る都心部において、バス停の集約化等を進めることとしている。 

こうした取組との連携を図るため、本市においては、都心部におけるバス停の集約化

等に向け、荷捌きスペースや他分野との連携を踏まえた道路空間の再整備計画を策定す

ることとしている。 

再整備計画の策定に当たっては、国庫補助金（社会資本整備総合交付金）を活用する

予定であり、そのためには、地域公共交通利便増進実施計画への位置付けが必要とされ

ていることから、この度、同計画の一部変更を行うものである。 

 

  

 

 

 

 

 

プラットフォームの経営計画より抜粋 





資料２－１

広島市を取り巻く現状について
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少子化・高齢化の進行、人口減少社会の到来

3

社会経済情勢の変化

⚫ 広島市の人口は戦後一貫して増加していたが、令和２年以降減少に転じている。
⚫ 少子化・高齢化の進行に伴い、令和２年には高齢化率が25％を超過している。
⚫ 合計特殊出生率は全国平均を上回るものの、低下傾向が継続している。
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出典：人口動態統計、広島市ホームページ

▼合計特殊出生率の推移▼広島市の年齢階層別人口と高齢化率の推移



公共交通の利用者数の推移

4

社会経済情勢の変化

⚫ 公共交通全体の利用者数は、長期的に見ると減少傾向にあり、ピーク時である平成６年度の
８割程度となっている。

⚫ 特に、バスの利用者数の減少が著しく、ピーク時である平成３年度の５割程度となっている。
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▼広島市内の公共交通機関別利用者数の推移

出典：広島市統計書（R５年度まで）
R６年度は各事業者からの提供による

アストラムライン開業 新白島駅開業

減少傾向



主要バス事業者の年間走行距離と営業損益の推移（８社合計）

5社会経済情勢の変化

⚫ 利用者数の減少に伴い、年間走行距離の縮小や営業損益の悪化が生じている。
⚫ 年間走行距離は、平成29年度の約3,200万キロから令和６年度には約2,900万キロとなり約
300万キロ減少した。

⚫ 営業損失は、平成29年度の21億円から令和6年度には36億円まで膨らんでおり、深刻な状況
である。
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5
出典：各事業者からの提供による年間走行距離合計営業損益合計

年間走行距離 営業損益



運転手不足の深刻化

6

社会経済情勢の変化

⚫ 大型二種免許の保有者数は年々減少しており、バス運転手の担い手不足が深刻な状況と
なっている。

⚫ 広島県内の大型二種免許保有者数のうち、約５割が65歳以上、約２割が55～64歳であり、
将来的に、さらなる運転手不足が懸念される。
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（令和６年末時点）

出典：警察庁 運転免許統計（令和６年版）
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観光ニーズの回復、より一層高まる外国人観光需要

7

社会経済情勢の変化

⚫ 広島市への入込観光客数は、令和６年に約1,430万人となりコロナ禍前の水準に回復した。
⚫ 外国人観光客数については、令和６年に250万人を超え過去最高を記録した。

10,435
10,048

10,57110,673
10,873

11,51311,652
11,997

12,611

13,41413,362

14,274

8,549

7,553

9,250

12,299

14,340

310 304 339
277

363

530

657

1,029

1,176

1,519

1,782
1,847

207

27
90

1,481

2,513

0

1000

2000

3000

0

5,000

10,000

15,000

入込観光客数

外国人観光客数

（千人） （千人）

▼広島市への入込観光客数の推移

出典：広島市観光概況（令和７年版）
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8

社会経済情勢の変化

観光客における公共交通の利用ニーズ

⚫ 広島市までの利用交通機関は、日本人、外国人ともに鉄道が多くを占めており、JR広島駅は
観光の玄関口となっている。

⚫ 広島市内での交通手段はバスや路面電車が多く使われている。
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日本人：289人、外国人：N=578人（複数回答あり）

▼広島市までの利用交通機関
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※広島市来訪観光客アンケート調査

日本人：289人、外国人：N=578人
※バスには路線バス、貸切バス、観光バスを含む。 ※バスには路線バス、貸切バス、観光バスを含む。
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国における地域公共交通政策の流れ

10

国の動向・広島市の取組

自治体を中心とする地域が「望ましい交通ネットワーク」を追求

1980年代〜

2000年代〜

高度成長期 交通サービスの安定供給に向け、交通事業者の独占と内部補助

民間活力・競争を通じた効率的・多様な交通サービスの提供
◆1987年：国鉄民営化 ★2002年：バス、タクシーなど需給調整規制の廃止

2013年 交通政策基本法の制定 基本理念、関係者の責務、交通政策基本計画、国・地方公共団体の施策等

2007年 地域交通法の制定 市町村による協議会・地域公共交通計画（マスタープラン）等

2014年 地域交通法の改正 地域公共交通計画と整合性のとれた地域交通を実現するため、国による一定の関与 等

2020年 地域交通法の改正 計画作成を自治体の努力義務 競争から協調へ（※独禁法特例法も制定） 等

2023年 地域交通法の改正 「地域関係者」の「連携と協働」を目的として明確化、「エリア一括協定運行事業」の創設等特定事業を拡充 等

2025年交通政策審議会地域公共交通部会 とりまとめ

２．地方公共団体を支援する外部組織の活用

４．データの利活用

５．法定協議会の運営

６．観光需要を踏まえた相乗効果の発揮

１．共同化・協業化の推進

３．公共ライドシェアの実施主体

とりまとめの内容

「交通空白」の解消に向けた制度的枠組みの構築
～関係者の連携・協働（モビリティ・パートナーシップ）の推進～

広島市長が臨時委員
として議論に参加
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国の動向・広島市の取組

240円均一
運賃エリア

①路線バスと路面電車の均一運賃化
（共同経営による取組）

⑴ わかりやすく使いやすい運賃体系の構築

②路線バスと路面電車の相互利用可能な乗車券
（「広島シティパス」：定期券）

③デジタルフリー乗車券の新設
（「デジタルシティパス」）

事業者や交通モードを問わず、状況に応じた移動
手段を選択しやすくする

事業者や交通モードの枠を超えた自由な移動手段
の選択が可能となるほか、＋１トリップの効果も

路線バスと路面電車の相互利用が可能なデジタルフリー
乗車券を新設

自動車利用からの転換や、観光客等も含めた
デルタ内での回遊促進効果などに期待

大人４4０円、子供２2０円

平日 10:00～16:00

土・日・祝日
6時間有効

※令和７年11月は8時間有効

エリア内の運賃を240円に均一化

国の動向を踏まえた広島市の取組事例



商業施設

文化施設

医療施設

教育施設

公共施設

都心部

都市循環線

都心循環線「エキまちループ」

12

国の動向・広島市の取組

広島駅

都心部

⚫ 平成30年５月から都心循環線「エキまちループ」が、令和２年１月から都市循環線「まちのわ
ループ」が複数のバス事業者により共同運行されている。

⚫ 都心や、生活に欠かせない施設を循環しており、来訪者や市民の足として定着しています。

⑵ 中心部エリアへの循環バスの導入 「エキまちループ」 「まちのわループ」

「まちのわループ」

国の動向を踏まえた広島市の取組事例

都心循環線「エキまちループ」

都市循環線「まちのわループ」
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R6.3 市とバス事業者8社

による協定締結

R7.4 事務所を開設し

実質的な稼働開始

・ 目標とするサービス水準の設定

・ 運行等改善計画の承認

・ 取組状況の評価

共同事業への財政支援

法人の運営を支援

公平・中立な第三者機関

・ 収支改善による経営安定化

承認・評価

社会資本整備総合交付金等の国の支援メニューを最大限活用

提案・報告

広島市

運営負担金

・ 事業者間の協調による利用者目線でのサービス向上

バス事業者８社
地域公共交通活性化協議会

（バス事業分科会）

運行サービスの提供

運営負担金

バス事業全体を

下支え

⑶ 乗合バス事業の共同運営システムの構築

国の動向・広島市の取組

国の動向を踏まえた広島市の取組事例

わかりやすく使いやすい交通を実現し、広島の未来に積極的に貢献

戦略３ 需要に応じたｻｰﾋﾞｽを安定的に供給できる
持続可能なﾊﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸの構築

・バス停の集約とストレート化、待合
環境整備、案内サインの見直し
・定時性、速達性の向上 など

戦略２ 潜在的あるいは新たな移動需要の掘
り起こしと利用促進

戦略４ 運転手の安定的確保やﾘｿｰｽの共有等によ
る経営の安定化

戦略１ 利用者目線での徹底した利便性向上

・ゾーン運賃やダイナミックプライシン
グ等の新たな運賃制度の導入や乗
継割引の拡充 など

・バス事業者間や他の交通モードとの連
携による全体最適化
・バス事業者間での乗降者数等のデータ
の共有及び継続的な活用

・即戦力人材確保のため、国等と連携した
情報発信やイベント開催
・EVバス車両等の共同利用や、燃料等の
共同調達などによる経営効率化

戦略５ 利用者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの強化による信頼
関係の構築

・積極的に利用者ニーズを収集し、バ
スサービスの改善に活用
・バス停、車両とのデザイン性向上な
どによるブランディングの強化

戦略６ 将来を見据えた新技術等の導入と災害
時等におけるﾚｼﾞﾘｴﾝﾄなｼｽﾃﾑの構築

・デジタル技術を活用した業務プロセス
の改善
・平時から不測の事態を想定したバス
事業者間の強固な協力体制の確立



目次

１．社会経済情勢の変化

２．国の動向・広島市の取組

３．広島市地域公共交通計画の位置付け

14
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広島市地域公共交通計画の位置付け

広島市地域公共交通計画の上位計画・関連計画の体系図

広島市地域公共交通計画

関連計画
公共交通体系づくりの基本計画

（H27年8月策定）

広島市都市計画
マスタープラン
（H25年8月策定）

広島市総合交通戦略
（R4年3月策定）

広島市基本構想（R2年6月改定）

第６次広島市基本計画（R2年6月策定）

バス活性化基本計画
（H27年8月策定）

第Ⅰ部 目指すべき公共交通体系

第Ⅱ部 公共交通体系を実現するための施策

交通政策基本法
(H25年12月公布即施行)

地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律の改正
(R2年6月公布、同年11月施行、
R5年4月公布、同年10月施行)

広島市立地適正化計画
（H31年1月作成）

広島市地域公共交通計画
（R9年3月改定）



広島市総合計画（広島市基本構想／第６次広島市基本計画）

16

広島市地域公共交通計画の位置付け
令和２年６月策定
計画期間：令和２年度～令和１２年度

⚫ 広島市は、「国際平和文化都市」の実現に向け、「①世界に輝く平和のまち」、「②国際的に開
かれた活力あるまち」、「③文化が息づき豊かな人間性を育むまち」という３つの柱に沿って、
まちづくりを展開していく。

３つ目の柱

文化が息づき豊かな
人間性を育むまち

多様な市民が生き生きと
暮らせるまちづくり

保健・医療・福祉、子ど
もの育成環境の充実を目
指したまちづくり

安全で安心して生活でき、
豊かな自然を将来に引き
継ぐまちづくり

１つ目の柱

世界に輝く平和のまち

「平和への願い」を世界
中に広げるまちづくり

・

16

国際平和文化都市

基本構想で定める都市像

・

・

・

・

・

２つ目の柱

国際的に開かれた
活力あるまち

活力の創出と都市の個性
の確立を目指したまちづ
くり

地域特性に応じた個性的
な魅力を生かしたまちづ
くり



広島市総合交通戦略

17

⚫ 市民の暮らしや経済活動を支える自動車の役割に配慮しつつも、これまでの交通政策につい
て、その基本を事業者間の競争から官民による協調へと舵を切り、全ての地域の移動手段に
公共が一定の責任の下で関与していくこととした上で、「公共交通を軸とした交通体系の構築」
を目指す。

政策展開の方向性

■市域内外からの来訪者を
迎える都心の交通

■住民の暮らしを支え活性化に
資する郊外の交通

〔写真提供：NPO 法人湯来観光地域づくり公社〕

地

域

■ヒトやモノの活発な循環を
生み出す広域の交通

広

域

コアコンセプト

令和４年３月策定
目標年次：令和１２年度

①公共交通を軸とした交通ネットワー
クの構築

③誰もが安全・安心に移動できる交通
サービスの確保

②都心の魅力と回遊性の向上で“＋１ト
リップ”

プラス

④物流・広域交流を支え災害に強い、
強靭な交通ネットワークの構築

広島市地域公共交通計画の位置付け



上３つのネットワークではカ
バーしきれない地域の交
通を担い、住民の生活交
通となるネットワーク

公共交通体系づくりの基本計画

18

平成２７年８月策定
目標年次：令和１２年

基幹公共交通ネットワーク

デルタ内準基幹公共交通ネットワーク

郊外部補完公共交通ネットワーク

地域公共交通ネットワーク

都心と拠点地区、拠点地
区相互を結ぶ大量性・定
時性に優れたサービスを提
供するネットワーク

デルタ内の各エリアから都
心、又は、拠点地区への
アクセスを担うネットワーク

郊外部において、主に基
幹公共交通までのアクセ
スを担うネットワーク

●速達性
●大量性
●定時性

●安定性･
継続性

●柔軟性
（きめ細かなｻｰﾋﾞｽ）

階層性のある公共交通ネットワークのイメージ

⚫ 公共交通を軸とした集約型都市構造の実現に向けて、利便性の高い公共交通ネットワークの
構築や公共交通サービスの充実・強化を目指す。

広島市地域公共交通計画の位置付け



広島市都市計画マスタープラン

19

⚫ 市街地の無秩序な拡大を抑制し、公共交通にアクセスしやすい場所に、居住機能、医療、
福祉等の生活サービス機能などを集積する「集約型都市構造」への転換を目指す。

都心部を含め既に一定の都市
機能が集積している地区を拠点
とし、居住等を誘導する。
各拠点間は、公共交通などで

接続する。

「集約型都市構造」への転換イメージ 本市の将来都市構造図

平成２５年８月策定
目標年次：令和１２年

広島市地域公共交通計画の位置付け



⚫ 広島市都市計画マスタープランとの調和を図りながら、「集約型都市構造」への転換を目指し、
そのアクションプランである「広島市立地適正化計画」において誘導区域などを定め、公共交
通を中心としたコンパクトなまちづくりを推進する。

広島市立地適正化計画

20

平成３１年１月作成
目標年次：令和１２年

立地適正化計画制度のイメージ 広島市立地適正化計画の誘導区域

広島市地域公共交通計画の位置付け



広島市地域公共交通計画の改定について

資料２－２



地域公共交通計画とは

2出典：交通政策審議会交通体系分科会第２７回（令和７年度第４回）地域公共交通部会 関連資料１２頁



広島市地域公共交通計画の改定について

上位計画である「広島市総合交通戦略」等や関連計画
である「広島市都市計画マスタープラン」等を踏まえ、
目指すべき公共交通体系と、それを実現するための
施策を盛り込む。

⚫ 広島市のまちづくりと一体となった持続可能な地域公共交通を構築するためのマスタープラン
⚫ 現行計画が令和８年度末で計画期間を終了するため、令和９年３月に改定を実施

５年間（令和９年度～令和１３年度）

ＪＲ在来線、アストラムライン、広電
宮島線、路面電車、乗合バス、乗
合タクシー、乗用タクシー、船舶
なお、地域住民等の移動手段確保の観
点から、公共ライドシェアやシェアモビリ
ティ、施設送迎車両など、公共交通を補
完する他の交通手段との連携を図るこ
ととする。

広島市全域
なお、広島広域都市圏内における公共
交通網の充実・強化の観点から、周辺
市町との連携を図ることとする。

対象とする地域

対象とする公共交通

計画期間

計画の位置付け

3
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地域公共交通計画の改定において踏まえるべき方針等

本市の方針

「広島型公共交通システム」の構築

「地域公共交通計画のアップデートガイダンスVer1.0」（令和７年３月公表）

⚫ 広島市地域公共交通計画の改定に当たっては、本市の上位計画や関連計画に加え、近年の
国のガイダンスや本市の方針を踏まえる必要がある。

地域交通の持続的な発展に向けて、多様な関係者が共通の目標を掲げ、連携しながら継続的に地域交通の
リ・デザイン、「交通空白」の解消に取り組んでいくために、モビリティデータを活用した地域公共交通計画の
アップデートを推進

交通事業者や行政を始めとした関係者が、交通モードや事業者間の垣根を越えて、地域や他分野（観光・
福祉・教育・医療など）を含めて「協調」し、公共交通全体においてシームレスで、わかりやすく使いやすい
持続可能なサービスを「共創」していく。

国のガイダンス①

②



5

ポイント

〇計画のスリム化、アクションプランパートの充実
〇仮説検証型のデータを活用した現状診断
〇定期的なモニタリングの実施、ＫＰＩのアップデート

概要

地域公共交通計画の作成等に取り組む地方公共団体の
職員等が、計画の意義やアップデートの進め方を理解して
実践できるようにするための支援を目的に、モビリティデー
タを活用した現状診断やＫＰＩ設定等の手法を解説

ポイントを踏まえた地域公共交通計画の改定（アップデート化）

地域公共交通計画の改定に係る国のガイダンス

⚫ 令和７年３月に、地域公共交通計画の立案等に当たってのモビリティデータの活用方法等を
紹介した「地域公共交通計画のアップデートガイダンスVer1.0」が公表された。



広島市地域公共交通計画の基本構成（目次）の見直し

6

地
域
公
共
交
通
計
画
本
体

はじめに

１ 目的

２ 計画の位置付け

３ 対象とする地域

４ 対象とする公共交通

５ 計画期間

2

１ 広島市の概況

２ 社会経済情勢等の変化

３ 移動実態及び公共交通の現状

31

４ 公共交通の課題 2

１－２ １ 公共交通体系づくりの基本方針

と目標

２ 目指すべき公共交通ネットワーク

15

２－１
機能強化策

１ バスネットワークの再構築

２ 鉄軌道系ネットワークの機能強化

３ タクシーの機能強化

４ 船舶の機能強化

５ 交通結節点等の機能強化

６ 公共交通サービスの向上

７ 機能強化策一覧

８ 地域公共交通確保維持事業の

補助対象路線等一覧

29

２－２
評価指標の設
定と評価体制

１ 評価指標

２ 計画の評価、検証及び見直しの体

制と各主体の役割

3

参考資料 計画策定までの主な経緯 2

（頁数） （頁数）

計 3９

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

別
冊

資
料
編

データ集

広島市の概況

社会経済情勢等の変化

移動実態及び公共交通の現状

未

定

参考 計画策定までの主な経緯 など
未

定

地
域
公
共
交
通
計
画
本
体

はじめに

１ 目的

２ 計画の位置付け

３ 対象とする地域

４ 対象とする公共交通

５ 計画期間

2

１ １ 課題整理の結果

２ 地域公共交通が目指す姿

３ 計画目標

5

目標を達成するための具体的な取組

・取組内容

・実施主体

・実施スケジュール

32

１ 評価指標

２ 評価体制・評価スケジュール
3

公共交通を取
り巻く現状と
課題

１－１

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

計 ８４

現行計画

公共交通体
系づくりの
考え方

基本的な方針

２－１
具体的な取組

２－２
評価指標の設
定と評価体制

次期計画

計 42



広島型公共交通システムの全体像

7

拠点

四国

自家用有償

集落

ヒト・モノ・カネ・情報の好循環

周辺の
島しょ部

貨客混載
貨客混載

島

地域
拠点

郊外駅

地域主体の
乗合タクシー

集落

【鉄道沿線での運営体】
地域、生活利便施設の事業者、ＪＲ、

交通事業者、観光業者、行政

デルタ
市街地 【バス協調・共創プラットフォーム】

バス事業者、行政

【島しょ部での運営体】
地域、航路事業者、観光業者、行政

広島港

新白島駅

西広島駅
広島駅

【郊外部での運営体】
地域、交通事業者、商業施設等、

行政

広島型公共交通システム
（広島市域）

郊外駅

集落

広島広域都市圏

地域
拠点

広島型公共交通システムの構築



広島型公共交通システムの構築

広島型公共交通システムの運営体制イメージ

8

広
島
広
域
都
市
圏

基盤施設の所有・維持管理、
結節機能の運営

運行サービスの提供

バス

鉄軌道

船舶 生活交通

交通モードや事業者の垣根を
超えて、利用者目線でのサービ
ス向上を推進

上

下

地域

（LMO等）

交通事業者

展
開

社会インフラと捉え、基盤施設
の所有・維持管理等による支援

連携

にぎわいづくり等の
活動による利用促進

現状の体制

統
合
・
再
編

バス 鉄軌道 船舶生活交通

行政

支援

交通モードごとに事業者が競争
しながらサービスを提供

交通モードごとに、補助金を
中心とした支援

（上下分離による立体的な連携）（平面的な連携）

官民連携組織
（行政+民間）

広島型公共交通システムの確立

支援 支援 支援

中期 長期

・乗合バス事業共同運営システム
・似島航路の維持
・生活交通の確保

鉄軌道に順次拡大 共通の運賃制度の下で
一つのシステムとして連携・統合

短期
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R6.3 市とバス事業者8社

による協定締結

R7.4 事務所を開設し

実質的な稼働開始

・ 目標とするサービス水準の設定

・ 運行等改善計画の承認

・ 取組状況の評価

共同事業への財政支援

法人の運営を支援

公平・中立な第三者機関

・ 収支改善による経営安定化

承認・評価

社会資本整備総合交付金等の国の支援メニューを最大限活用

提案・報告

広島市

運営負担金

・ 事業者間の協調による利用者目線でのサービス向上

バス事業者８社
地域公共交通活性化協議会

（バス事業分科会）

運行サービスの提供

運営負担金

バス事業全体を

下支え

わかりやすく使いやすい交通を実現し、広島の未来に積極的に貢献

戦略３ 需要に応じたｻｰﾋﾞｽを安定的に供給できる
持続可能なﾊﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸの構築

・バス停の集約とストレート化、待合
環境整備、案内サインの見直し
・定時性、速達性の向上 など

戦略２ 潜在的あるいは新たな移動需要の掘
り起こしと利用促進

戦略４ 運転手の安定的確保やﾘｿｰｽの共有等によ
る経営の安定化

戦略１ 利用者目線での徹底した利便性向上

・ゾーン運賃やダイナミックプライシン
グ等の新たな運賃制度の導入や乗
継割引の拡充 など

・バス事業者間や他の交通モードとの連
携による全体最適化
・バス事業者間での乗降者数等のデータ
の共有及び継続的な活用

・即戦力人材確保のため、国等と連携した
情報発信やイベント開催
・EVバス車両等の共同利用や、燃料等の
共同調達などによる経営効率化

戦略５ 利用者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの強化による信頼
関係の構築

・積極的に利用者ニーズを収集し、バ
スサービスの改善に活用
・バス停、車両とのデザイン性向上な
どによるブランディングの強化

戦略６ 将来を見据えた新技術等の導入と災害
時等におけるﾚｼﾞﾘｴﾝﾄなｼｽﾃﾑの構築

・デジタル技術を活用した業務プロセス
の改善
・平時から不測の事態を想定したバス
事業者間の強固な協力体制の確立

乗合バス事業の共同運営システムについて

広島型公共交通システムの構築



広島市地域公共交通計画の改定に係る実施フロー
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本日の議題

令
和
８
年

８
月
頃
～

現状と課題

の整理

•地域交通の課題の共有
•データに基づく現状分析

•上記を踏まえた課題の整理

計画の目標等

•次期計画に掲げる目指す姿の検討

•次期計画の目標

解決策の検討等

•課題に対する解決の方向性の検討

•解決策の検討

PDCAサイクルの
検討等

•ＫＰＩの検討

•評価体制、スケジュールの検討

計画素案

の作成等

•計画のとりまとめ（骨子）

•計画素案

市民意見の反映

•パブリックコメント案の検討

•パブリックコメントの実施

計画策定
•計画の策定・公表

方針検討
•計画改定の方針検討

令
和
９
年

３
月

令
和
８
年

３
月
頃
～

令
和
８
年

２
月



「地域交通の課題の共有」について（本日の議題）

11出典：地域公共交通計画の「アップデートガイダンスVer1.0」手順書４頁



「データに基づく現状分析」について

12出典：地域公共交通計画の「アップデートガイダンスVer1.0」手順書５頁



課題の共有と現状分析のデモンストレーション（その１）
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■課題

都心からの直線距離が近いにもかかわらず、都心までの移動に時間を要する地域が
存在しているのではないか。

課題の共有



課題の共有と現状分析のデモンストレーション（その１）

14

資料：GTFSデータ（R6.10時点）
※広島市全域の100mメッシュを図化

区境界

時間圏

0～10分

10～20分

20～30分

30～60分

60分以上

※バスのみ/鉄軌道系のみ/バス＋バス/バス＋鉄軌道系/バス＋鉄軌道系＋バスの時間圏

データ：紙屋町着の時間圏（朝ピーク：7:30～8:59）（バス・鉄軌道系 乗換含）

■山本、戸坂、温品
・比較的都心に近いが、都心まで30分以上の
移動時間を要している。

■課題をデータで見た結果

現状分析 交通ネットワーク情報 × 地理情報

情報の重ね合わせ

■考えられる解決策

・急行バス路線の導入

・バス専用レーンの拡大

・路線再編



課題の共有と現状分析のデモンストレーション（その２）

15

■課題

出発地、目的地が同じであるにもかかわらず、時間帯によっては、目的地に到着するま
での時間に大きな差が生じている地域があるのではないか。

課題の共有



課題の共有と現状分析のデモンストレーション（その２）
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現状分析
交通ネットワーク情報 × 地域特性

情報の重ね合わせ

地理情報×

■考えられる解決策
・地域内循環バスの導入
・運行ダイヤの見直しによる乗継利便性の確保
・公共ライドシェアや地域主体の生活交通の導入

■高陽
各団地から地域内の主要な買い物
施設である「フジグラン高陽」に到着
するまでの時間を比較。

・高陽地区においては、各団地と都
心部を結ぶバス路線が多く、団地間
を結ぶバス路線は少ない。

・矢口が丘団地や高陽C団地の場合、
乗継の有無や乗車するバスの運行
ルートにより、時間帯によって、到
着するまでの時間に大きな差が生
じている。

■課題をデータで見た結果

矢口が丘団地 発

位置図・路線図

フジグラン
高陽

高陽C団地 発

(最速）



課題の共有と現状分析のデモンストレーション（その３）

17

■課題

中山間地域において、公共交通による移動手段がなく（極めて少なく）、日常生活に支障
が生じている地域があるのではないか。

課題の共有



■課題をデータで見た結果

課題の共有と現状分析のデモンストレーション（その３）

18

現状分析

■白木

・居住エリアにもかかわらず、バス
停や鉄道駅から離れており、公共
交通を利用しにくい地域（公共交
通カバー圏外）が存在している。

公共交通カバー圏

食品スーパー

行政施設

学校

郵便局

ドラッグストア

バス

区境界

安佐北区

交通ネットワーク情報 × 地域特性

情報の重ね合わせ

地理情報×
・居住実態エリ

■考えられる解決策

・公共ライドシェアや地域主体
の生活交通の導入

・地域の輸送資源の総動員

居住人口

0～10人

10～20人

20～50人

50～100人

100～200人

200人以上

特別養護老人ホーム



お知らせ（次回開催）

19

年度 広島市地域公共交通活性化協議会における計画改定に係る協議内容（予定）

令和７年度

第25回（R7.8） ・計画改定の進め方

第27回（R8.2） ・地域交通の課題の共有

・意見照会（地域交通の課題）
・課題の洗い出し（とりまとめ）
・データに基づく現状分析
➡ 課題の整理（案）

第28回（R8.3頃）

・現行計画の達成状況の評価・検証
・課題の整理（案）
・次期計画に掲げる目指す姿（案）
・課題に対する解決の方向性（案）

令和８年度

第29回（R8.5頃）
・解決策の検討
・ＰＤＣＡサイクル（KPI、評価体制、スケジュール）の検討

第30回（R8.8頃） ・計画骨子

第31回（R8.11頃） ・計画素案

第32回（R9.3） ・計画改定

・利用者目線
・事業者目線
・まちづくり目線

次回の
議題



■課題と解決策の仮説【利用者の視点】

対象者 目的 生活シーン 課題
課題の
視点

課題の要因 解決の方向性（狙い） 解決策 解決策の内容

モード間のダイヤ調整 モード間の乗継利便性を高める時刻表の設定

鉄軌道系の急行化・複線化
／急行バス路線の導入

長距離路線における急行化

バス専用・優先レーンの整
備

遅れが生じやすい区間でバス専用・優先レーンを整備

バス路線の再編・新設 通勤できる場所の選択肢を増やす路線の再編・新設

P＆R、C＆Rの推進
既存の駐車場・駐輪場(商業施設等)を活かした公共交通
へのアクセス

車内が混雑し、移動環境が快適でない。 快適性 供給量（便数）が需要に対応できていない。 連節バスの導入 運行路線の輸送力を高め、朝夕の混雑を緩和

始発便が遅い/最終便が早いため勤務でき
る時間が限られている。

利用可
能時間

早朝/夜間のニーズを捉えきれていない。
終電・終バス時刻の繰り下
げ

通勤/帰宅時の選択肢を増やすことによる利用促進

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている。

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

テレワークなど多様な働き方に対応した柔
軟な運賃体系が存在しない。

経済性
多様な料金体系を運用できるシステムが共
通化していない。

多様化するワークスタイルに適応した、
柔軟な運賃施策を導入する。

通勤者向けの料金体系
テレワークや時差通勤に対応した運賃施策を導入（オフ
ピーク定期、企業向け大口割引など）

・始業時間に間に合う便がない。
・学校(高校等)まで公共交通による移動手
段がない。
・部活帰りに利用できる便がない。
・塾まで公共交通による移動手段がない。

NW
/頻度

・高校等へのNW(頻度)が十分でない。
・交通結節点に繋がっていない。

公共交通の有無が進路選択の制約にな
らない環境を整備する。

バス路線の再編・新設 通学できる学校の選択肢を増やす路線の再編・新設

長期休暇などがあると定期券が割高に感じ
る。

経済性
通学期間と定期券の販売期間が合ってい
ない（期間に応じた料金体系となっていな
い。）。

親・子の経済的・時間的な負担を軽減す
るような柔軟な運賃施策を導入する。

学生向けの料金体系の導入 学生の移動ニーズに対応した運賃制度の導入

バス路線の再編・新設
乗合タクシー等の導入

スーパー、病院、公民館等を結ぶ移動手段について、福
祉送迎車両等を活用したライドシェアも含め導入を検討

自動運転バスの導入
自動運転バス等について課題・対応策等を研究の上、実
装・導入を検討

運行ダイヤの最適化
買い物で利用されるルートや時間帯（午前中〜昼間）に
おける利便性の確保

バス路線の再編・新設
乗合タクシー等の導入

スーパー、病院、公民館等を結ぶ移動手段について、福
祉送迎車両等を活用したライドシェアも含め導入を検討

自動運転バスの導入
自動運転バス等について課題・対応策等を研究の上、実
装・導入を検討

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている。

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

高齢者
等

買物

デルタ周辺部
や中山間地等
における買い
物

デルタ周辺部
等から高校・大
学等への通学

通学学生

通勤者 通勤

デルタ周辺部
から都心やデ
ルタ市街地等
への通勤

・大規模な従業地等へのNW(運行頻度、時
間)が十分でない。
・交通結節点に繋がっていない。

・ルートが迂回を要する。
・モード間の乗継が悪い。
・乗降や停留所が多い。
・交通渋滞が頻繁に生じる。

・時刻表どおりに到着しない。
・自家用車等に比べて時間がかかる。

定時性
/速達性

公共交通を利用する際のハードルや煩
わしさを解消することで、公共交通を
「買物で使える手段」へと変える。

公共交通が走行しやすい道路環境整備
や運行の適正化等により、公共交通の
信頼性や優位性を高める。

・勤務場所まで公共交通による移動手段が
ない。
・始業時間に丁度良い便がない。

NW
/頻度

移動の質の向上と選択肢の充実によ
り、心理的・物理的な乗車ハードルを下
げることで、「我慢して乗るもの」から
「積極的に選べる手段」へと変える。

バス停や駅まで坂道を登ったり、買い物の
荷物を持って歩いたりするのがつらい。

徒歩圏の実態に合った圏域設定を踏まえた
サービス提供になっていない。

円滑性

・スーパーまで公共交通による移動手段が
ない。
・買い物したい時間帯に公共交通で移動で
きない。
・公共交通で買い物に行くと帰りの便まで
長い時間待たなければない。

NW
/頻度

・生活圏内にあるスーパー等に行ける公共
交通が整備されていない（頻度が不十分）。
・買い物時間に合ったダイヤになっていな
い。

1 ページ

資料２－３

6001119
長方形



■課題と解決策の仮説【利用者の視点】

対象者 目的 生活シーン 課題
課題の
視点

課題の要因 解決の方向性（狙い） 解決策 解決策の内容

家族向けの料金体系
こどもの運賃を分かりやすくしたり(こども運賃の統
一)、家族が利用しやすい運賃施策を導入。

商業施設との連携強化
公共交通利用の経済的なメリットと商業施設側にもイン
センティブが働く仕組みによる、まちづくりと一体となっ
た移動需要の創出

認知
/情報

ファミリー層向けの運賃施策が設けられて
いても、十分に認知されていない。

情報提供の強化
周知方法やその内容の改善による、既存サービスのファ
ミリー層への訴求力向上

NW
/頻度

デルタ周辺部（自宅側）での移動ニーズに
合っていない（複数の外出目的に対応でき
ていない。）。

P＆Rの推進
都心の縁辺部における駐車場の活用による、自家用車の
利点を活かしつつ利便性の高いデルタ市街地の公共交
通へのスムーズな乗り換え促進

認知
/情報

都心等からの運行本数（休日の夕方など）
は充足しているが、知られていない。

情報提供の強化
周知方法やその内容の改善による、既存サービスのファ
ミリー層への訴求力向上

待合環境の整備
周辺民間施設との連携も含めた、子連れや高齢者等でも
快適に過ごせる待合環境や乗継環境の整備

ノンステップ車両等の導入 ベビーカーや車いすでも使いやすい車両の導入

子育て世代向けサービスの
充実

公共交通を利用した際のベビーカー宅配サービスや、荷
物の預かりサービスなど、自家用車にはない利便性の付
加による公共交通の優位性向上

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている。

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

路線や運賃、支払方法等の案内がわかりづ
らい。

認知
/情報

都心のバス停が分散しており、支払方法も
煩雑となっている。

情報提供の強化
アプリやSNSの活用による若者にフォーカスした情報発
信

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている。

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

経済性
車を利用する場合に比べて割高となってい
る。

若者向けの料金体系
郊外から都心への移動や、都心における回遊・滞在に対
応した運賃制度の導入

情報提供の強化
アプリやSNSの活用による若者にフォーカスした情報発
信

まちなかでのラストワンマイ
ルとの連携

シェアサイクル等との一体的なサービスや情報提供。

バス路線の再編・新設
乗合タクシー等の導入

スーパー、病院、公民館等を結ぶ移動手段について、福
祉送迎車両等を活用したライドシェアも含め導入を検討

自動運転バスの導入
自動運転バス等について課題・対応策等を研究の上、実
装・導入を検討

運行ダイヤの最適化
買い物で利用されるルートや時間帯（午前中〜昼間）に
おける利便性の確保

バス路線の再編・新設
乗合タクシー等の導入

スーパー、病院、公民館等を結ぶ移動手段について、福
祉送迎車両等を活用したライドシェアも含め導入を検討

自動運転バスの導入
自動運転バス等について課題・対応策等を研究の上、実
装・導入を検討

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている。

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

情報の不透明性と利用ハードルを解消
することで、若者が公共交通を利用する
際の「心理的コスト」を最小化する。

・生活圏内にある病院等に行ける公共交通
が整備されていない。
・病院からのNW(頻度)が十分でない。

NW
/頻度

・病院等までの公共交通による移動手段が
ない。
・通院したい時間帯に公共交通で移動でき
ない。
・公共交通で病院に行くと帰りの便まで長
い時間待たなければない。

徒歩圏の実態に合った圏域設定を踏まえた
サービス提供になっていない。

デルタ周辺部
や中山間地等
における通院

通院
高齢者
等

駅やバス停まで長い距離を歩くのがつら
い。

若者
娯楽・
買物

都心部での買
物や娯楽（若
者）

若者に合った利用時間や運賃体系になって
いないため、使いづらい。

ファミ
リー層

こどもを連れて公共交通に乗るのは、親に
とって負担が大きい。

公共交通で都心に買い物に行くと費用がか
さむ。

買い物の時間や場所が公共交通の運行ダイ
ヤに制約される。都心部での買

物や娯楽（家
族）

娯楽・
買物

円滑性
車内やまちのなかで子連れの移動に対応で
きていない。 外出を躊躇させる要因を取り除くこと

で、都心部での快適でスマートな移動を
支える。

経済性
車を利用する場合に比べて割高となってい
る。

ファミリー層が公共交通を利用する際
の煩わしさを解消することで、公共交通
を「娯楽・買物で使える手段」へと変え
る。

公共交通を利用する際のハードルや煩
わしさを解消することで、公共交通を
「通院で使える手段」へと変える。

若者の柔軟性ある行動特性に対応した
運賃施策を導入し、それを効果的に周知
する。車を利用する場合と比べて移動費用に格

差はないが、既存の運賃施策が認知されて
いない。

認知
/情報

円滑性
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■課題と解決策の仮説【利用者の視点】

対象者 目的 生活シーン 課題
課題の
視点

課題の要因 解決の方向性（狙い） 解決策 解決策の内容

・最適な移動ルートを把握しにくい。
・路線や運賃、支払方法等の案内がわかりづ
らい。

認知
/情報

・複数の交通機関があるにもかかわらず、そ
の連携が十分でない。
・都心のバス停が分散しており、支払方法も
煩雑となっている。

情報提供の強化 シンプルな情報による分かりやすい案内

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

待合環境の整備
周辺民間施設との連携も含めた、子連れや高齢者等でも
快適に過ごせる待合環境や乗継環境の整備

ノンステップ車両等の導入 ベビーカーや車いすでも使いやすい車両の導入

子育て世代向けサービスの
充実

公共交通を利用した際のベビーカー宅配サービスや、荷
物の預かりサービスなど、自家用車にはない利便性の付
加による公共交通の優位性向上

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

路線や運賃、支払方法等の案内がわかりづ
らい。

認知
/情報

多言語対応の案内板やサイネージ、ピクトグ
ラム等による分かりやすい案内が不足して
いる。

情報提供の強化
多言語対応の案内板やサイネージ、ピクトグラム等による
分かりやすい案内

支払いシステムがバラバラで使いにくい。 簡潔性
支払いシステムがモードや事業者によって
限定されている

支払システムの共通化 一体的に利用できる支払いシステムの導入

交通需要抑制も含めた包括
的な交通マネジメント

災害時にも迅速・確実な移動を可能とする交通マネジメ
ントの推進

災害時の情報提供 災害時にも確実な情報提供

バス路線の再編/道路改良 アンダーパスの回避/解消

全て

外国人

災害時の交通モードごとの運行情報の共有
ができておらず、代替手段の検討に時間を
要する。

観光

観光リピートを躊躇させる要因を取り除
くことで、家族での観光における快適で
スマートな移動を支える。

観光客
（家族）

観光客
（外国人）

外国人に対しても徹底的な「分かりやす
さ」を提供する。

大雨などの災害時に公共交通がしばしば運
休し、外出・帰宅ができない。

耐災害性
災害時に安心して利用できる公共交通
を提供する。

災害時災害時

車内やまちなかで子連れの移動に対応でき
ていない。

円滑性

初見の来訪者に対しても徹底的な「分か
りやすさ」を提供する。

こどもを連れて公共交通に乗るのは、親に
とって負担が大きい。

観光
ファミ
リー層

市外からのビ
ジネス客

ビジネ
ス

出張者
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■課題と解決策の仮説【事業者の視点】

課題の
視点

課題 解決の方向性（狙い） 解決策 解決策の内容

運転手の共同確保
行政と事業者の連携による、自衛隊退職者や消防職員OB等の再就職案内
の強化、企業説明会の開催

キャリア形成 合同研修等により育成コストを分担

車両等の設備更新費の負担が大きい。 車両の共同保有・相互利用
連節バスや電気バス、自動運転車両など、高額かつ特殊な車両を「地域共
通資産」として共同保有

回送等の営業外での時間的拘束が発生してい
る。

車庫・整備拠点の相互利用
事業者の垣根を越え、目的地に近い車庫での休憩や給油、共同整備を可能
にすることで、空車走行距離を削減

リアルタイム運行データの完全公
開（GTFS-RT）

全事業者が同一のフォーマットで遅延や混雑情報を発信し、共通のWebサ
イトやアプリ、Googleマップ等へ反映

共通精算基盤の運用
利用者がどの会社のバス・電車に乗っても、最適な割引（乗り継ぎ割引、上
限額設定など）が自動計算される仕組みを共同で開発・維持し、精算システ
ムを一本化

データを活かしきれていない。
人流・利用実績データの共有・共同
分析

独力では見えなかった「潜在的な移動ニーズ」を発掘し、効果的なサービス
改善

関係者間の濃密なコミュニケーションが不足し
ている。

官民合同の「タスクフォース」設置
「広島の交通という一つの商品」をどう売るか、という共通の経営視点によ
る議論の場を構築

災害時等の情報共有が不足している。 「共同運行管理組織」の設置
イベント時や災害時の臨時ダイヤ、深夜帯のタクシー補完運行などを一括で
コントロールする司令塔機能を設置

案内・サイン等が統一されていない。 標準化ガイドラインの策定
案内板の表記、車両のデザインルール、接客マナーなどを「広島ブランド」と
して統一するための基準の策定

市民へのア
プローチ

市民へのアプローチが十分でない。
【社会的合意形成への共同アプローチ】
「一般車の渋滞」や「路線の廃止」といった社会
的反発に対し、事業者全体で向き合う。

「公共交通利用促進（モビリティ・マ
ネジメント）」の共同実施

「クルマから公共交通へ」という啓発活動を、一社の広告ではなく、地域の
公共交通網を守るための社会的な運動として共同で展開

体制
【戦略的な検討体制の構築】
行政と事業者が「対等なパートナー」として意
思決定する場を定着させる。

リソース

担い手が不足している。

【リソース（ヒト・モノ）の共有と最適配分】
個別の事業者が自社内だけでやりくりする限
界（人手不足、高額な車両コスト）を、共同利用
で打破する。

データ

共有すべきデータが定まっていない。 【データの一元化とプラットフォームの共有】
「情報のバラバラさ」や「決済の不便さ」という
最大級のハードルをデータ共有と技術で解決
する。
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